
 

○活水女子大学障がい学生支援委員会規程 

 

(設置) 

第１条 活水女子大学（以下「本学」という。）に、「活水女子大学障がいのある学生の修学支援に 

関するガイドライン」に基づき、活水女子大学障がい学生支援委員会（以下、「委員会」という。）

を置く。 

(目的) 

第２条 委員会は、学内の関係部局等と連携を図りながら障がい学生への全学的な支援体制を強化

し、もって障がい学生の円滑な修学に寄与することを目的とする。 

(定義) 

第３条 この規程において「障がい学生」とは、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は

社会生活に相当な制限を受ける状態にある学生で、本学に入学を希望する者及び在籍する学生をい

う。 

(業務) 

第４条 委員会は、次に掲げる業務を行う。 

(1) 障がい学生の受入方針の策定に関すること。 

(2) 障がい学生のための教育方法等の提案及び調整に関すること。 

(3) 障がい学生からの相談に関すること。 

(4) 支援情報等の公開に関すること。 

(5) 障がい学生への支援の啓発に関すること。 

(6) 施設・設備のバリアフリー化に関すること。 

(7) その他第２条の目的を達成するために必要な事項 

(組織) 

第５条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。 

(1) 学長 

(2) 副学長 

(3) 教務部長 

(4) 学生部長 

(5) 学生相談室長 

(6)  入試制度検討委員長 

(7) 人権委員長 

(8) 事務長 

(9) 入試課長 

(10) 教務課長 

(11) 就職課長 

(12) 管財課長 

(13) 学生生活支援課長 

(14) その他学長が必要と認めた者 

２ 前項第 14 号の委員は、委員長が任命する。 

３ 第１項第 14 号の委員の任期は、２年とする。ただし、再任を妨げない。 

(委員会の運営) 

第６条 委員長は、第５条第１項第１号の委員をもって充てる。 

２ 委員長は、会議を招集し、その議長となる。 

３ 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開くことができない。 

４ 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところ 

による。 

５ 委員長が必要と認めたときは、委員会に委員以外の者を出席させ、意見を聴取することができ

る。 
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(相談窓口) 

第７条 障がい学生からの相談は、次の部署が窓口となり対応する。 

対象 相談窓口 

本学に在籍している者 

学科 主任、担任、チューター、実習助手、事務室員等 

学生部 学生部長、学生生活支援課、保健師、就職課等 

学生相談室 学生相談室 

本学に入学を希望する者 入試課 

 

（合理的配慮の提供検討会議) 

第８条 本学に合理的配慮の提供検討会議（以下、「検討会議」という。）をおく。検討会議は、障

がい学生からの合理的配慮に関する相談事案について提供の有無および内容を検討し、学長に報告

する。 

(検討会議の組織) 

第９条 検討会議は，次に掲げる教職員をもって組織する。 

(1) 学生部長 

(2) 教務部長 

(3) 学生相談室長 

(4)  当該学科主任 

(5)  当該関係事務部署の所属長 

(6)  学生生活支援課長 

(7)  保健師 

(8)  その他学生部長が必要と認めた者 

(議長) 

第 10条 検討会議の議長は、学生部長をもって充てる。 

２ 議長は、検討会議を招集する。 

（支援の実施） 

第 11条 修学上の具体的支援の実施、また実施にあたっての関係部署との連絡調整及び連携等につ

いては、障がいのある学生が所属する学科が、主たる担当として実施する。 

２ 障がいのある入学志願者から入学試験において配慮を必要としている旨の意思表明があった場合

は、入試課が関係部署と調整し、受験上の必要かつ合理的な配慮を提供するよう努める。 

(紛争の防止及び解決のための体制) 

第 12条 障がいを理由とする差別(合理的配慮の不提供、不当な差別的取扱い等)に関する紛争の防 

止又は解決を図るための体制は以下のとおりとする。 

（１）紛争の防止「障がい学生支援委員会」 

（２）紛争の解決「人権委員会」 

(所管) 

第 13 条 委員会および検討会議の事務は、関係各課の協力を得て、学生生活支援課が行う。 

(補則) 

第 14 条 この規程に定めるもののほか、委員会および検討会議の運営に関し必要な事項は、別に定 

めることができる。 

(改廃) 

第 15 条 本規程の改廃は、教授会の議を経て学長が行う。 

 

附 則 １ 

この規程は、2020 年（令和 2 年）3 月 12 日から施行する。  

附 則 ２ 

この規程は、2024 年（令和 6 年）4 月 1 日から施行する。  

附 則  ３ 

この規程は、2025 年（令和 7 年）2 月 1 日から施行する。 


